
愛知県の融資制度にかかる信用保証について 
 
  信用保証制度とは、中小企業の方々が金融機関から事業に必要なお金を借りるとき、公的機関であ

る信用保証協会がその保証人となってお金を借りやすくなるようサポートする制度です。 
 
１ 申込資格 

愛知県内に事業所を有し、事業を行っている個人事業者、会社、医療法人、中小企業等協同組合などです。 
（※農業や金融業、風俗関連営業などのほか、税金を滞納している方、保証協会の代位弁済を受け求償債務が残っている方

などは利用できません。また、保証申込みについて、暴力団関係者等の反社会的勢力、金融あっせん屋等の第三者の介在

が判明した方も利用できません。） 
 
２ 連帯保証人 

原則、法人代表者以外の連帯保証人は不要です。 
（※実質的な経営権を持っている方、営業許可名義人または申込人（法人の場合はその代表者）とともに当該事業に従事

する配偶者が連帯保証人となる場合など、連帯保証が必要となる場合があります。） 
  
３ 担保 

保証合計額が 8,000 万円を超える場合は、原則、担保が必要です。 
（※愛知県信用保証協会が取扱い可能と判断したときは、経済対策特別を利用する場合は 1 億 2,000 万円まで、中小企業

再生支援資金（融資対象(1)に限る）を利用する場合は１億 3,000 万円まで、無担保信用保証枠を拡大しています。） 
 
４ 保証料 

 中小企業に関する日本最大のデータベースである「ＣＲＤ」の評価結果に基づき、1～９のいずれかの区分の保証料率となります。        （単位：年率 ％） 

弾 力 料 率 区 分 料率区分 

保証区分 

特別小口保険を適用 

(※責任共有制度対象外) １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

通 常 資 金 1.74 1.56 1.40 1.25 1.05 0.85 0.69 0.53 0.37
商工業振興資金 小 規 模 企 業 資 金 

(※責任共有制度対象外) 
1.83 1.65 1.49 1.34 1.14 0.94 0.78 0.62 0.46

一 般 事 業 資 金 

経 済 環 境 適 応 資 金 
（※経済対策特別は商工業振興資金（通常資金）の保証料率を適用） 

０．７５ 

1.83 1.67 1.49 1.33 1.12 0.91 0.74 0.57 0.40

セーフティネット (※責任共有制度対象外) 0.79 

経営あんしんで経営安定関連保証（７・８号）を利用する場合 

企業力強化で経営革新関連保証または経営基盤 
強化関連保証を利用する場合 

企業力強化で労働力確保関連保証を利用する場合 

企 業 立 地 で 地 域 産 業 集 積 関 連 保 証 を 利 用 す る 場 合 

０．６７ 
0.67 

創業等支援資金 (※責任共有制度対象外) ― 0.７９ 

【保証料の割引制度】･･･「中小企業の会計に関する指針」に準拠して財務諸表を作成していることについて、確認書類を提出していただいた場

合等は、保証料率を 0.1％引き下げます。また、一部の保証制度について担保提供をいただいた場合も、保証料率を

0.1％引き下げます。 
 
５ 必要書類 （※①～③の用紙は、愛知県信用保証協会の本･支店のほか、県内金融機関、市町村の商工担当課、商工会議所･商工会に用意しております。） 

① 信用保証委託申込書 
② 信用保証委託契約書 
③ 個人情報の取扱いに関する同意書 
④ その他、主な添付書類    

・法人の場合は、商業登記にかかる登記事項証明書（商業登記簿謄本）、定款の写し 
・確定申告書および決算書の写し（２期分） 
・許認可等を要する事業については、許可証等の写し 
・設備資金の場合は、計画を証する見積書、図面等の写し 

 

保証の取扱いについて、詳細は愛知県信用保証協会までおたずねください。 

（連絡先につきましては表紙又は内側の表をご覧ください。） 

豆知識！！ 責任共有制度とは 
 
信用保証協会と金融機関とが適切な責任共有を図り、両者が連携して中小企業の方々を支援する制度です。 

従来は、信用保証協会が 100％の保証をしていましたが、平成 19 年 10 月から信用保証協会が 80％、金融機関が 20％

の割合で責任を共有することとなりました。 

原則として、すべての保証が責任共有制度の対象ですが、一部の制度については対象から除かれており、信用保証協会

が 100％の保証をします。 

◆責任共有制度の対象から除かれている主な保証 【同保証制度を活用した愛知県の融

資制度】 

・小 口 零 細 企 業 保 証・・・【商工業振興資金（小規模企業資金）】 
・経営安定関連保証（第 1 号～第 6 号認定）・・・【経済環境適応資金（サポート資金(ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ)）】 
・創業関連保証・創業等関連保証・・・【経済環境適応資金（創業等支援資金）】

保証協会
１００％ 保証協会

８０％

金融機関
２０％

責任共有
制 度

 
<平成２３年度>                

中小企業金融の案内 
平成２３年４月１日 

愛 知 県 

愛知県信用保証協会 
 

愛知県では、県内で事業を営んでいる中小企業の方々に対して事業資金を融資する制度を設けています。  
 

制  度  名 制 度 の 概 要 

商工業振興資金 
小規模事業の方々が事業上必要とする資金を融資する制度です。県とすべ

ての県内市町村が協調して運用しています。 

一 般 事 業 資 金 短期から長期までの一般的な事業資金を融資する制度です。 

中小企業組織強化資金 組合向けに資金を融資する制度です。㈱商工中金のみで取り扱っています。

経済環境適応資金 
経営安定を支援する「サポート資金」、積極的な経営を支援する「パワーア

ップ資金」のほか、「創業等支援資金」、「中小企業再生支援資金」の４資金

で構成されています。多様なニーズにお応えします。 

 各制度の内容は本紙の内側をご覧ください。 
 
  制度全般の特長  

  ☆ 原則、固定金利となっていますので、計画的なご返済が可能です。 

  ☆ 信用保証協会への信用保証料について、通常の料率に比べ低く設定しています。 

    また、一部の市町村では信用保証料等に対する助成制度を設けており、中小企業の方々の負担

軽減を図っています。 

  ☆ 身近な取扱金融機関の県内各店舗の窓口でお申込みいただけます。 

  ☆ 信用保証を付して融資を申込む場合には、各商工会議所・商工会へ推薦書の作成を依頼するこ

とができます。 

【お申込み先（取扱金融機関）】 

銀  行 
三菱東京ＵＦＪ、みずほ、三井住友、りそな、百五、静岡、大垣共立、北陸、 

十六、三重、北國、清水、岐阜、愛知、名古屋、中京、第三 

信用金庫 
愛知、豊橋、岡崎、いちい、瀬戸、半田、知多、豊川、豊田、碧海、西尾、蒲郡、

尾西、中日、東春、岐阜、東濃、桑名、大垣 

信用組合 豊橋商工、愛知県中央、三河 

商工組合中央金庫 

（注）「商工業振興資金」については、一部取り扱えない店舗があります。 

○ 「商工業振興資金 小規模事業資金」については、次の機関でもお申込みができます。 

  事業所が名古屋市内にある方 ―― 愛知県信用保証協会 

  事業所が名古屋市外にある方 ―― 事業所のある市町村の商工担当課 

○ 経済環境適応資金のうち、「サポート資金【セーフティネット】」と「創業等支援資金」については、直接、

愛知県信用保証協会へお申込みができます。 
 
【お問合せ先】 

 ○ 制度全般について：愛知県産業労働部 中小企業金融課 電話０５２－９５４－６３３３ 

 ○ 信用保証について：愛知県信用保証協会 総合相談室  電話 フリーダイヤル０１２０－４５４－７５４ 

○ その他：(財)あいち産業振興機構    電話０５２－７１５－３０６１ 

       愛知県中小企業再生支援協議会 電話０５２－２２３－６９５３ 



愛 知 県 の 融 資 制 度 （金利は平成２３年４月１日現在。金利は年度途中でも改定することがあります。）    
 

商工業振興資金 一般事業資金 
制 度 名 

通常資金 小規模企業資金 
（※責任共有制度対象外） 

短期資金 中期資金 長期資金 

 

中小企業組織強化資金

融資対象者 

従業員数が５０人（商業・

サービス業は３０人）以下

の会社、個人、企業組合、

医療法人 

従業員数が２０人（商業・

サービス業は ５人）以下

の会社、個人、企業組合、

医療法人等 

中小企業者 

㈱商工組合中央金庫（以下「商

工中金」）の融資対象資格があ

る組合 

 

資金使途 

・融資限度額 

設備資金・運転資金 

５，０００万円 

設備資金・運転資金 
１，２５０万円 

（申込額を含め保証協会保証

付き融資残高が1,250 万円

以内であること。） 

運転資金 

３，０００万円 

（協同組合等 
 ５，０００万円） 

設備資金・運転資金

８，０００万円 

設備資金・運転資金

１億円 

運転資金 

３億円 
(転貸の場合は1組合員3,000万円)

融資期間・利率 

３年 年１．６％ 
５年 年１．７％ 
７年 年１．８％ 

（据置原則６か月） 

３年 年１．４％ 
５年 年１．５％ 
７年 年１．６％ 

（据置原則６か月） 

１年 金融機関所定 ３年 年１．７％
５年 年１．８％

 

（据置原則６か月） 

７年 年１．９％
10年 年２．０％
（10年は設備のみ） 

（据置原則1年） 

１年 商工中金所定 

担保・保証人 保証協会所定 保証協会所定 保証協会所定 
保証協会 

又は金融機関所定

保証協会 

又は金融機関所定
商工中金所定 

信用保証 要 要 要 選択 選択 － 

 

経 済 環 境 適 応 資 金 

サポート資金 パワーアップ資金 
 

 

 

制 度 名 

セーフティネット 
（※責任共有制度対象外） 

経営あんしん 経済対策特別 
※平成24年3月31日まで 

（融資対象者(2)は平成23年9月30日まで） 

円高対応緊急枠 
※平成23年9月30日まで 

企業力強化 環境 
・省エネ

企業立地 
商店街 

・観光 

防災 
・危機管理

 

創業等支援資金
(※責任共有制度対象外)

 
中小企業再生
支援資金 

 

 

 

 

融資対象者 

全国的に業況が悪化してい

る業種を営み売上げが減少

している企業など、中小企

業信用保険法第２条第４項

第１号、第２号、第５号、

第６号の認定を受けた特定

中小企業者 

(1) 最近３か月間の月平均売上高

が、前年同期又は２年前同期の

月平均売上高に比べて3％以上

減少している中小企業者（平成

24年3月31日まで） 

(2) 県認定倒産企業者に対して売

掛金等の債権が50万円以上ある

中小企業者又は県認定倒産企業

者との取引額が全取引額の 20％

以上の中小企業者 

(3) 中小企業信用保険法第２条第

４項第７号及び第８号の認定を

受けた特定中小企業者 

(1) 最近３か月間の月平均売

上高総利益額（粗利益）が

前年同期又は２年前同期の

月平均売上高総利益額に比

べて3％以上減少している

中小企業者 

(2) 東北地方太平洋沖地震に

よる災害の影響を直接的に

又は間接的に受け、直近１

か月の売上高又は売上高総

利益額（以下。「売上高等」）

が、前年同月又は２年前同

月の売上高等に比べて減少

している中小企業者 
 
(注)売上高総利益額 

    ＝売上高―売上原価 

円高の影響を直接的に又

は間接的に受け、直近１

か月の売上高又は売上高

総利益額（以下、「売上高

等」）が、前年同月又は２

年前同月の売上高等に比

べて減少している中小企

業者 

(1) 製造業（物品の加工、修理業を含む）
又は卸売業を営む中小企業者で輸出品
の製造、加工、集荷又は輸入を行う者 

(2) 中小企業新事業活動促進法に基づく
経営革新計画等の承認を受けた中小企
業者 

(3) 新技術の導入や研究開発、先端技術設
備の導入を行う中小企業者 

(4) 事業転換を実施する中小企業者 
(5) (財)あいち産業振興機構の有望ビジネ
ス評価委員会で有望な事業と評価を受
けた中小企業者 

(6) 労働力確保法に基づく改善計画の認
定を受け、雇用管理の改善を行う中小企
業者 

(7) ワーク・ライフ・バランスの推進を図
る中小企業者又は県ファミリー・フレン
ドリー企業の登録を受けた中小企業者 

環境負荷低減設

備を導入し、省エ

ネに取り組む中

小企業者 

 

(1) 工場適地等に
立地しようとす
る製造業、物流
業（道路貨物運
送業、水運業、
航空運輸業、倉
庫業、運輸に附
帯するサービス
業に限る）、ソフ
トウェア業又は
情報処理サービ
ス業を営む中小
企業者 

(2) 企業立地促進
法に基づく企業
立地計画、事業
高度化計画の承
認を受けた中小
企業者 

(1) 商店街等の

魅力アップ計

画を実施する

中小企業者 

(2) 観光振興の

ためのイベン

トや設備投資

を行う中小企

業者 

 

(1) 防災のため

の施設・設備の

設置及び補強

等を行う中小

企業者 

(2) 事業継続計

画（ＢＣＰ）を

策定、実施する

中小企業者 

 

次のいずれかに該当する
創業者又は創業者である
中小企業者 
① 事業を営んでいない
個人が、１か月以内に
個人で又は２か月以内
に会社を設立し、事業
を開始すること 

② 中小企業者である会
社が新たに会社を設立
すること 

③ 事業を営んでいない
個人が個人又は会社で
事業を開始後５年を経
過していないこと 

④ 会社が設立した中小
企業者である会社であ
って、設立後５年を経
過していないこと 

(1) 愛知県中小企

業再生支援協議

会の支援を受け

て再生計画を策

定した中小企業

者 

(2) 愛知県中小企

業再生支援協議

会の支援を受け

て第二会社方式

による「中小企

業承継事業再生

計画」を策定し、

国の認定を受け

た中小企業者 

 
認定等 

（相談先） 

要 

（各市町村商工担当課） 

要 

（(1)(2)取扱金融機関等、 

(3)各市町村商工担当課） 

要 

（取扱金融機関） 

要 

（取扱金融機関） 

一部要 

（(2)県産業労働部各課、(3)一部、県地域

産業課、(5)あいち産業振興機構、(6)県

就業促進課、(7)県労働福祉課） 

－ 

要 

(県産業立地 

通商課） 

要 
((1)各商工会議所・商

工会、愛知県中小企業

団体中央会、愛知県商

店街振興組合連合会、

(2)愛知県観光協会) 

－ － 

要 
(愛知県中小企業

再生支援協議会) 

 

資金使途 
・融資限度額 

設備資金・運転資金 

 

８，０００万円 

運転資金 

 

８，０００万円 

(融資対象者(3)の場合、設備資金

も可) 

設備資金・運転資金 

 

１億円 

設備資金・運転資金 

 

１億円 

設備資金・運転資金 

 

１億5,000万円 

（融資対象者(1)の場合、運転資金 1,500

万円） 

設備資金・運転

資金 

１億5,000万円

設備資金・運転 
資金 

１０億円 
（平成 25 年 3 月 31
日まで。通常2億円) 
((1)(2)各々で、保証
付限度額は 2 億
8,000万円） 

設備資金・運転

資金 

２億円 

設備資金・運転

資金 

3,000万円 

設備資金・運転資金

2,500万円 
（融資対象者②④の場合、
1,500 万円。また、新たに開
業しようとする個人の場合
で、1,000 万円を超過する金
額については自己資金の範囲
内） 

設備資金・運転

資金 

１億円 

 
 

融資期間・利率 

３年 年１．４％ 

５年 年１．５％ 

７年 年１．６％ 

 

（3、5年は据置原則6か月、 
7年は据置原則1年） 

３年 年１．５％ 

５年 年１．６％ 

７年 年１．７％ 

 

（3、5年は据置原則6か月、 
7年は据置原則1年） 

３年 年１．５％ 

５年 年１．６％ 

７年 年１．７％ 
10年(設備のみ)年１．８％ 
（3、5年は据置原則6か月、 

7、10年は据置原則1年） 

３年 年１．５％ 

５年 年１．６％ 

７年 年１．７％ 
10年(設備のみ)年1.8％
（3、5年は据置原則6か月、

7、10年は据置原則1年）

融資対象者(1)  (一時返済) 

 １年(運転のみ)年１．５％ 

融資対象者(2)～(7)  （据置原則6か月）

 ５年 年１．７％ 

７年 年１．８％ 

10年(設備のみ)年１．９％ 

５年 年１．７％

７年 年１．８％

10年(設備のみ) 

年１．９％

 

（据置原則６か月）

３年 年１．６％ 
５年 年１．７％ 
７年 年１．８％ 
10 年(設備のみ) 

年１．９％ 
（3、5 年は据置原則
6か月、7、10年は
据置原則1年） 

３年 年１．５％ 
５年 年１．６％ 
７年 年１．７％ 
10 年(設備のみ) 

年１．８％ 
 

(据置原則6か月) 

５年 年１．７％
７年(設備のみ) 

年 1.８％

 

（5年は据置原則 
6か月、7年は据
置原則1年） 

５年 年１．７％ 

７年 年１．８％ 

 

 

（据置原則6か月） 

７年(運転のみ) 

年１．９％

10年（設備のみ） 

年２．０％

 

(据置原則1年) 
 

(経済環境適応資金) 

担保・保証人 
保証協会所定 

ただし、パワーアップ資金は保証協会所定又は金融機関所定。 
(経済環境適応資金) 

信用保証 
要 

ただし、パワーアップ資金は選択。 
※無担保信用保証枠の拡大措置 

 サポート資金【経済対策特別】及び中小企業再生支援資金（融資対象者(1)のみ）において拡大措置あり。

 ◎申込み先は、県内の銀行、信用金庫、信用組合、商工中金です。表紙の「取扱金融機関」の欄をご覧ください。一部の資金では、愛知県信用保証協会等へ直接、お申込みができます。＝中小企業金融課のホームページ http://www.pref.aichi.jp/kinyu/もご覧ください。＝ 

（参考）愛知県信用保証協会の地区別連絡先 

担当区域 担当部署 電   話 

県内全域 総合相談室 フリーダイヤル 

０１２０－４５４－７５４ 

東区、北区、西区、中村区、 

中川区、港区、守山区 
保証第一課 ０５２－４５４－０５１１

千種区、中区、昭和区、瑞穂区、 

熱田区、南区、緑区、名東区、天白区 保証第二課 ０５２－４５４－０５１２

名

古

屋

市
はじめて信用保証協会を利用する方 

（保証第一部の担当区域） 

保

証

第

一

部 保証第三課 ０５２－４５４－０５１３

一宮市、稲沢市、津島市、愛西市、 
清須市、弥富市、あま市、大治町、 
蟹江町、飛島村 

保証第一課 ０５２－４５４－０５３１

春日井市、江南市、犬山市、小牧市、
岩倉市、北名古屋市、大口町、扶桑町、
豊山町 

保証第二課 ０５２－４５４－０５３２

瀬戸市、尾張旭市、日進市、東海市、
大府市、知多市、半田市、常滑市、 
豊明市、東郷町、長久手町、阿久比町、
東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 

保証第三課 ０５２－４５４－０５４１

 

尾

張

・

知

多
はじめて信用保証協会を利用する方 

（保証第二部の担当区域） 

 

 

 

 

本 

 

 

店 

 

保

証

第

二

部

保証第四課 ０５２－４５４－０５４２

岡崎市、碧南市、西尾市、高浜市、 

幸田町 
保証第一課 ０５６４－５５－５５００西

三

河
刈谷市、豊田市、安城市、知立市、 

みよし市 

西三河 
支 店 保証第二課 ０５６４－５５－５５１０

東
三
河

豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、 

田原市、設楽町、東栄町、豊根村 

 
東三河 
支 店 保証課 ０５３２－５７－５６１１
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４月１日から中小企業者向け県融資制度が変わります 

～経済対策特別資金の取扱期間の延長、融資メニューの整理・統合など～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪主な制度改正の概要≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２３年３月２５日（金） 

愛知県産業労働部中小企業金融課 

融資グループ 

内線 ３３３３、３３３４ 

ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 052-954-6333 

愛知県では、県内で事業を営んでいる中小企業の方々へ事業資金を融資する制度を

設けていますが、平成２３年４月１日から次のとおり制度を改正します。 

平成２２年度限りとしていた「経済対策特別資金（円高対応緊急枠を含む。）の取扱

期間を延長するとともに、「商工業振興資金」の小規模企業資金において運転資金７年

を恒久化するなど、中小企業の方々の資金需要に対応した改正を図り、資金調達を支

援してまいります。 

１ 「経済対策特別資金（円高対応緊急枠を含む）」の取扱期間の延長及び改称 

厳しい経営環境に置かれている中小企業者の資金繰りを引き続き支援するため、本

年３月末で期限切れを迎える「経済対策特別資金」の取扱期間を 1 年間延長し（平成

２４年３月３１日まで）、「サポート資金【経済対策特別】」に改称します。 

また、昨年９月に新設し、同年１２月に拡充した「円高対応緊急枠」の取扱期間を

６か月延長します（平成２３年９月３０日まで）。 

  ※東北地方太平洋沖地震による災害の影響を受けた中小企業者への融資条件緩和 

  （平成２３年３月１６日発表済み） 

    平成２３年３月１７日から経済対策特別資金の融資条件を緩和し、次の要件を

追加しています（平成２３年９月３０日まで）。 

・東北地方太平洋沖地震による災害の影響を直接的に又は間接的に受け、直近１か月

の売上高又は売上高総利益額（以下、売上高等）が、前年同月又は２年前同月の売

上高等に比べて減少していること 
 
２ 「経営安定資金」の特例措置の延長及び改称 

  売上高減少要件の緩和措置（通常１０％⇒３％）及び最近３か月の月平均売上高の

比較対象期間の拡充措置（通常「前年同期」⇒「前年同期又は２年前同期」）を延長し

（平成２４年３月３１日まで）、「サポート資金【経営あんしん】」に改称します。 
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≪申込み先≫ 

  県融資制度取扱金融機関（県内の銀行、信用金庫、信用組合、㈱商工中金の４０

金融機関） 

 

なお、平成２３年度の県融資制度の詳細につきましては、平成２３年度「中小企業

金融の案内」をご覧ください。 

 

 
３ 「商工業振興資金（小規模企業資金）」における拡充措置の恒久化 

  長期運転資金に対するニーズが引き続き高いことから、本年３月までの取扱いとし

ていた運転資金７年物の拡充措置を恒久化します。 

４ 「雇用確保支援資金」の対象者の追加 

 ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進を図る中小企業者を

融資対象に追加します。 

（融資メニューの整理・統合により、名称を「パワーアップ資金【企業力強化】」に

改称します。） 
 
５ 「経済環境適応資金」における融資メニューの整理・統合等 

（１）融資メニューの整理・統合及び資金名の改称 

   経営の安定化や企業力の強化などを支援する「経済環境適応資金」について、

１２資金のメニューを４資金に整理・統合するとともに、資金の名称も、利用者に

とって分かりやすいものへと変更します。 

   

セーフティネット

経営あんしん

経済対策特別

創業等支援資金

中小企業再生支援資金中小企業再生支援資金

企業立地促進資金（※）

観光振興資金（※）

環境問題対応資金（※）

雇用確保支援資金（※）

総合防災対策資金（※）

商店街等魅力アップ資金（※）

企業活性化資金（※）

経済対策特別資金

経営安定資金

セーフティネット資金

創業等支援資金

サポート資金

平成22年度 平成23年度

パワーアップ
資金

※を集約

企業力強化

環境・省エネ

企業立地

商店街・観光

防災・危機管理

 
 
（２）認定要件の緩和及び融資対象要件の簡素化 

   申し込みの際の負担を軽減するとともに、より幅広い中小企業者が利用できる制

度にするため、認定要件の緩和（知事認定⇒金融機関確認へ緩和）や融資対象要件

の簡素化等を図ります。 


